
子育て応援とうきょう会議協働会員要領 

平成２１年２月１９日制定 

 
（（（（会員登録会員登録会員登録会員登録）））） 

第第第第１１１１条条条条 

 会員登録ができる企業及び団体とは、「子育て応援とうきょう会議（以下「本会議」という。） 

会則」第５条に基づき、同３条の趣旨に賛同し、主体的な取り組みを行う企業及び団体とする。 

ただし、以下に該当する場合は、会員登録を受け付けない場合がある。 

 （1）特定の政治活動や宗教活動に利用する疑いがある場合 

 （2）その他事務局が会員となることを不適当と判断した場合 

 

（（（（会員登録会員登録会員登録会員登録のののの単位単位単位単位）））） 

第第第第２２２２条条条条 

 会員登録は、原則として個人を除く企業及び団体を単位とするものとする。また、支店・商店

街単位や職域団体、子育てサークル等の登録も可能とする。 

    

（（（（会員登録会員登録会員登録会員登録のののの申請申請申請申請）））） 

第第第第３３３３条条条条 

 会員登録を希望するものは、別表の会員登録申請証の提出により申請を行うものとする。 

    

（（（（会員登録会員登録会員登録会員登録のののの決定決定決定決定）））） 

第第第第４４４４条条条条 

 事務局長は、会員登録を希望するものが提出した申請書を、本要領の第１により確認し、会員

としての登録を決定するものとする。 

    

（（（（会員会員会員会員のののの資格資格資格資格のののの喪失喪失喪失喪失）））） 

第第第第５５５５条条条条 

 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

 （1）退会の申出をしたとき。 

 （2）会員である企業・団体が消滅したとき。 

 （3）登録が取り消されたとき。 

 

（（（（登録登録登録登録のののの取取取取りりりり消消消消しししし）））） 

第第第第６６６６条条条条 

 登録された会員としての活動が以下に該当する場合は、会員登録を取り消すことができる。 

 （1）活動の内容が、本会議の趣旨や内容と大きく異なる場合 

 （2）登録した企業・団体及びその活動が本会議の趣旨を誤認させる事実などが判明した場合 

 （3）特定の政治活動や宗教活動に利用することが判明した場合 

 （4）その他事務局が会員であることを不適当とみなした場合 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与 

 えなければならない。 

    

（（（（そのそのそのその他他他他）））） 

第第第第７７７７条条条条 

 本会議会員は、会員としての活動を行うにあたって、以下のことを行うことができる。 

 （1）本会議における「ロゴマーク」、「マスコットキャラクター」及び「キャッチコピー」 

   の使用 

 （2）子育て応援とうきょう会議ホームページのリンク設定 

 （3）その他 

 

 本要領は、平成２１年２月１９日より施行する。 


